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令和６年度予算編成方針 

～未来につなげる投資・かまがやの街づくりを加速化～ 

                  

第１ 趣旨 

１ 令和４年度決算より 

 令和４年度決算は、新型コロナウイルス感染症対策や原油価格・物価高騰対策を積

極的に実施しつつも、本市にとって過去３番目の額となる約２５億円の実質収支を確

保することができました。これは、中期財政見通しで想定している１６億円を上回る

黒字であり、今後のまちづくりの財源確保に繋げる見通しとなりました。 

 財政指標等では、行財政改革を継続的に実施してきたことなどから、健全化判断比

率においては、国の定める早期健全化基準をクリアしています。 

さらに、各種基金残高については、令和３年度決算における過去最高の実質収支額

を今後のまちづくりに活用ができるよう各種基金への積み立てを行った結果、全体で

は対前年度で約５億７千万円の増となる約５４億１千万円を確保することができま

した。財政調整基金についても、対前年度で約７億４千万円の増となる約２６億円を

確保し、鎌ケ谷市財政健全化計画の目標である年度末残高１９億円を上回りました。 

 一方、財政の弾力性を示す指標である経常収支比率においては、市税の増はあった

ものの、医療・介護特別会計繰出金や公債費の増などにより、前年度から３．０ポイ

ント上昇した９５．４パーセント、財政健全化計画に定める「減債基金繰入金を、経

常的な支出である公債費から差し引いた額で算定した経常収支比率」では９１．７パ

ーセントと、目標値である９５パーセント未満を２年連続で達成したものの、上昇に

転じることとなりました。 

 財政健全化計画に掲げる目標をいずれも達成しましたが、今後を見据えると、原油

価格や物価の更なる高騰の可能性や、少子高齢化に伴う扶助費、医療・介護特別会計

への繰出金の増が想定されることなどから、引き続き厳しい状況が見込まれます。将

来のまちづくりに必要となる財源を確保し続けるため、「第３次行財政改革推進プラ

ン」に掲げた「事務のデジタル化・効率化」、「自主財源の確保」、「財政基盤の安定・

強化」について、職員一人ひとりがこれまで以上に意識的に取り組み、持続可能な行

財政運営を堅持していく必要があります。 

 

２ 市を取り巻く環境、中期財政見通し及び予算編成 

（１） 市を取り巻く環境 

   我が国では、新型コロナウイルス感染症からの脱却、ウクライナ情勢の長期化、

原油価格・物価の更なる高騰、少子高齢化、気候変動問題など、国内外の歴史的・

構造的な変化と課題に直面しています。 

   本市においては、扶助費や医療・介護特別会計繰出金などの社会保障経費の増

のほか、公共施設の長寿命化対策費用の増が見込まれています。また、令和５年

３月には、新鎌ケ谷駅南口の県有地について、事業予定者が選定されたほか、令



 

- 2 - 

和５年度は県で北千葉道路沿線の基礎調査が予算化され、令和６年度中には新京

成線連続立体交差事業の完了が見込まれます。令和５年７月には、北海道日本ハ

ムファイターズの新たな本拠地となった北広島市と球団を交えて意見交換を行

い、今後の連携について確認したところです。 

このような状況を踏まえ、「総合基本計画前期基本計画第１次実施計画（補正版）」

の策定と連動して予算を編成し、適切な事業の推進を図るため、投資的経費など

の財源確保が必要な状況にあります。 

 

（２） 中期財政見通し・予算編成 

現在の状況において、令和４年度決算後に推計を行った令和６年度から令和１

１年度までの中期財政見通しでは、各年度の予算編成の中で、従来以上の歳入確

保・歳出削減の取り組みを行わなかった場合には、令和７年度以降、財政健全化

計画に定める財政調整基金年度末残高１９億円の確保が難しくなる見込みです。 

   なお、市税について、中長期的には、新鎌ケ谷地区周辺の開発による増が見込

まれるものの、直近では、原油価格・物価の更なる高騰の可能性や扶助費や医療・

介護特別会計への繰出金の増が見込まれることなど、引き続き厳しい状況が続く

ことが想定されます。 

さらに、国において、「こども未来戦略方針」に掲げる制度改正等に係る対応な

ど少子化対策やこども政策の抜本強化が行われるほか、グリーントランスフォー

メーション（ＧＸ）やデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進、近年、

新型コロナウイルス感染症対策のほか、コロナ禍における原油価格・物価高騰対

策の財源として活用した新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につ

いて、同感染症が感染症法上５類へ移行したことなどにより廃止が見込まれるこ

となど、今後の国の制度による影響も懸念されます。 

  こうした状況があるなかで、総合基本計画のまちづくりの基本理念「みんなで

つくるふるさと 鎌ケ谷」のもと、目指す都市像「人と緑と産業が調和し 未来へ

ひろがる 鎌ケ谷」の実現、市長公約である「今を大切に 未来に希望を」持てる

街づくりを実現するため、総合基本計画前期基本計画第１次実施計画（補正版）

（案）を踏まえ、「未来につなげる投資」を進めるとともに、「かまがやの街づく

りを加速化」していく予算編成を行います。 

  さらに、第３次行財政改革推進プランに掲げた取組みを積極的に推進し、経営

的な視点を踏まえた自治体運営の実現を目指します。 

令和６年度予算編成は、こうした本市の取り巻く環境を踏まえ、次のとおり策

定します。 

各部局においては、この方針に基づき、予算編成を行うものとします。 
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≪参考：現在進行中の大型事業の例≫ 

    ・（仮称）東部地区児童センターの整備 

    ・公共施設のＬＥＤ照明改修 

    ・小中学校及び市民体育館空調設置 

    ・準用河川二和川整備  など 

※未来につなげる投資を行うため、第３次行財政改革推進プランに掲げた取組みが必要 

 

 

第２ 本市の財政状況 

１ 実質収支の状況：資料編Ｐ１ 

実質収支は、歳入と歳出の差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を除いたもので、

財政運営の良否を判断する重要なポイントの一つになります。本市の令和４年度の決

算状況は、特別会計も含めて、すべて黒字の状況です。 

なお、令和４年度決算における一般会計の実質収支は、令和３年度からは約３億５

千万円の減となったものの、過去３番目の額となる約２５億円の黒字となりました。 

また、令和５年度９月補正予算では、今後の財政運営に活用するため財政調整基金

等の積み立てを行い、令和５年度末の財政調整基金残高見込みを約２２億円とし、災

害等が発生した場合の緊急的な財源や、予算編成での財源調整などに備えています。 

 

 

  －             ＝ 

 

 

２ 債務の状況 

（１） 地方債残高の状況 

本市では、道路整備や公共施設の建設、大規模改修などを行う際は、地方債を

活用し、「単年度の財政負担の軽減」と「世代間の負担の公平性を保つ」ことに

繋がっています。 

地方債は、少ない方が財政的に望ましいものとなりますが、地方債があること

によって、必ずしも財政状況が悪いというものではありません。 

本市の地方債残高は、臨時財政対策債（普通交付税の代替措置であり、原則普

通交付税により後年度補てんされるもの）の発行増や、義務教育施設維持補修事

業債や新京成線連続立体交差事業債など、本市の将来を見据えた上で必要不可欠

な事業に地方債を活用したことに伴い残高が増加していますが、本市の場合は、

地方債残高の約６０％が交付税措置される見込みです。 

 

 

 

 

4 年度歳入 

約 435.4 億円 

4 年度歳出 

約 408.0 億円 

差額 

約 27.4 億円 
実質収支 黒字約 25億円（基金積立などへ） 

5 年度に繰り越した事業の財源 約 2.4 億円 
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 単位：千円 

項目 
令和 2 年度末 令和 3 年度末 令和 4 年度末 

  増減額   増減額   増減額 

普通債残高 20,194,954 74,934 20,372,180 177,226 19,779,214 ▲592,966 

減税補てん債残高 193,935 ▲75,712 130,939 ▲62,996 80,020 ▲50,919 

臨時財政対策債残高 17,176,591 ▲101,050 17,571,379 394,788 16,657,251 ▲914,128 

減収補てん債残高 72,100 72,100 72,100 0 72,100 0 

残高の合計 37,637,580 ▲29,728 38,146,598 509,018 36,588,585 ▲1,558,013 

 

（２） 公債費の推計（一般会計） 

   地方債を活用した場合は金融機関などとの契約により、後年度に償還（借金の

返済）を行います。償還する費用（公債費）は、市の信用に関係するため必ず支

払わなければならない義務的な費用（裁量の余地がない拘束力が高いもの）とな

り、その財源はほぼ全て一般財源となります。 

   令和４年度決算後に行った今後の公債費の見込みは下表のとおりです。 

単位：億円 

年度 
公債費支出見込 

年度末残高見込み 
 うち事業債の支出見込 

令和４年度 ３７．４ ２２．７ ３６５．９ 

令和５年度 ３７．６ ２２．７ ３５７．０ 

令和６年度 ３７．３ ２３．２ ３５４．３ 

令和７年度 ３７．２ ２２．７ ３４８．０ 

令和８年度 ３５．７ ２１．４ ３４７．５ 

令和９年度 ３３．５ １９．７ ３３７．１ 

令和１０年度 ３３．２ １９．７ ３２７．２ 

令和１１年度 ３２．４ １９．２ ３１９．４ 

    

公債費は令和７年度まで３７億円台で推移し続けていくこととなり、令和６年

度は、令和４年度決算と比較してほぼ同額の約３７億３千万円が必要となること

が見込まれ５年前の令和元年度と比較すると約４億４千万円の増となっています。 

   本市では、後年度交付税措置のある有利な地方債を活用しているほか、「地方

債に関する総合的な管理方針」を定めて公債費の増への対応を図っておりますが、

今後も交付税措置のある有利な地方債を活用するなど、地方債の活用にあたって

の適切な検討（※３）や償還に向けた財源を確保することが求められます。 

 

  ※３ （参考）４，５００万円を借入期間１０年（据置２年）で金融機関から借り入れた事

例（固定金利０．８００％） 

⇒元金償還が開始すると利子も含めて年間約５９７万円の資金を捻出して返済  
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（３） 健全化判断比率の状況：資料編Ｐ２ 

健全化判断比率は、地方公共団体財政健全化法に基づき、「実質赤字比率」「連

結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」があります。 

まず、「実質赤字比率」及び「連結実質赤字比率」は、決算において赤字ではな

いことから、該当ありません。 

次に、債務の状況を表す「実質公債費比率」及び「将来負担比率」は、国が定

める早期健全化基準（実質公債費比率２５．０パーセント、将来負担比率３５０．

０パーセント）を大きく下回っています。 

具体的には、「実質公債費比率」は、毎年の債務返済（地方債の元利償還金な

ど）の大きさを捉える指標となりますが、令和４年度決算は４．９パーセントと

前年度より０．２ポイント上昇しました。これは、本市において地方債を活用し

て実施した事業などの元利償還金が前年度より約１億円増加したことなどが大

きな要因です。 

「将来負担比率」は、前述の（１）の地方債残高に加えて、下水道事業、柏・

白井・鎌ケ谷環境衛生組合や四市複合事務組合の債務などが対象となり、本市全

体の債務の大きさを捉える指標となりますが、令和４年度決算は３２．２パーセ

ントと前年度より４．６ポイント減となりました。これは、主に地方債残高の減

少によるものです。 

なお、本市は、前述の（１）のとおり地方債残高の約６０％が交付税措置され

る見込みであり、これを控除して算定される将来負担比率は早期健全化基準３５

０．０パーセントを大きく下回る状況にあります。 

 

３ 基金残高の状況：資料編Ｐ３ 

本市の基金は、経済状況等の変化による財源不足に対応する財政調整基金、借金

返済に対応する減債基金、公共施設の整備・改修費用等に対応する公共施設整備基

金など９種類あります。 

基金全体の残高については、地方債の償還や公共施設の長寿命化に向けた大規模

改修などに活用しましたが、令和３年度決算で確保できた実質収支額を今後に活用

等ができるよう各種基金に必要な積み立てを行ったため、令和４年度末における基

金総額は、前年度から約５億７千万円増となる約５４億１千万円となりました。そ

のうち財政調整基金残高は約２６億円を確保しましたが、基金全体の残高のうち約

３０パーセントにあたる約１６億１千万円が今後の公債費に備えた減債基金となっ

ています。 

なお、令和５年度９月補正後の財政調整基金残高（見込）は、約２３億２千万円と

なり、令和４年度９月補正（追加）後の基金残高約２６億円からは減額となりまし

た。引き続き財政健全化計画の目標である年度末残高１９億円を堅持できるよう取

り組んでいく必要があります。 
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４ 財政構造の弾力性（経常収支比率）：資料編Ｐ４ 

経常収支比率は、経常的に収入される一般財源（市税、普通交付税、地方消費税交

付金など）が、経常的な支出（人件費、公債費、扶助費など）に充当された割合を示

すもので、財政構造の弾力性を示す指標となります。 

令和４年度決算では、計算式の分子において、医療・介護特別会計繰出金、公債費

（元金の償還）などが増額し、分母において、市税の増はあったものの、臨時財政対

策債や株式等譲渡所得税割交付金といった経常的な収入が減となったため、前年度

と比較して３．０ポイント上昇した９５．４パーセントとなりました。 

また、令和４年度は令和３年度と同様、国の補正予算に伴う普通交付税約２億６

千万円の追加交付という特殊要因がありましたので、令和６年度予算編成において

も、引き続き経常的な経費の抑制に取り組む必要があります。 

※参考資料：令和４年度決算状況（県内各市の状況）：資料編Ｐ５～Ｐ１２ 

 

 

第３ 令和６年度予算の財政見通し  

令和６年度予算の財政見通しでは、歳入は、市税で直近の状況、各種税交付金で内

閣府の「中長期の経済財政に関する試算」から増を見込むものの、歳出は、業務量の

増加に伴う職員数の増や令和６年度から開始される会計年度任用職員への勤勉手当

の支給などにより人件費が増、少子高齢化により扶助費や繰出金が増となる見込みで

す。なお、多額の経費を要する事業等については、総合基本計画前期基本計画第１次

実施計画（補正版）（案）により見込んでいます。 

また、令和５年度予算編成では令和３年度決算の過去最高となる実質収支額を活用

した財源確保を行ったほか、減債基金残高の増に伴う地方債の総合的な管理方針を上

回る繰入れを行ったため、これに代わる歳入確保策を講じる必要があります。 

このような状況を勘案し、財政調整基金から、当初予算編成後の財政調整基金残高

目標額（後述）を確保できる限度額の約１２億円を取り崩すなどの対応を行い、一般

財源ベースで、歳入歳出総額を約２６３億円とし、財源不足を解消しています。 

 

１ 歳入の一般財源：資料編Ｐ１３ 

  主な一般財源は、次のとおり算定し、総額約２６３億円となります。 

 項目 算定方法 

1 市税 直近の動向や社会情勢の影響を踏まえて推計しています。 

2 譲与税・交付金 令和４年度決算額に国の「中長期の経済財政に関する試

算」（R5.7.25内閣府公表）等を勘案して推計しています。 

3 地方交付税・臨財債 令和５年度決定額を勘案して推計しています。 

4 繰入金（財政調整基金） 当初予算編成後残高目標１０億円（財政健全化計画では

１１億円）を確保できる上限額で推計しています。 
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２ 歳出の一般財源：資料編Ｐ１４ 

   歳出予算に必要な一般財源は、主な項目を次のとおり算定し、総額約２６３億

円となります。 

 項目 算定方法 

1 人件費 令和６年度の人員計画などを踏まえて推計しています。 

2 扶助費・繰出金等 少子高齢化に伴う動向などを踏まえて推計しています。 

3 多額の経費を要する事

業 

総合基本計画前期基本計画第１次実施計画（補正版）（案）

の額で算定しています。 

4 上記以外の経費 原則として令和５年度当初予算と同額で算定しています。 

なお、「その他事務的経費」は物価高騰等を考慮し、対前

年度約５千万円増額しています。 

 

 

第４ 予算編成の基本方針 

１ 予算編成の基本的な考え方 

（１） 「総合基本計画」に定める目指す姿の実現に向けて 

本市は総合基本計画（基本構想、前期基本計画及び第１次実施計画）に基づき、

まちづくりの基本理念「みんなでつくるふるさと 鎌ケ谷」のもと、目指す都市像

「人と緑と産業が調和し 未来へひろがる 鎌ケ谷」の実現に向けて各施策を実施

しているところです。予算編成においては、これらを意識しながら、引き続き持

続可能な行財政運営を大前提とし、効果的な事業展開を進めていきます。 

特に、令和６年度予算編成は、現在策定作業中の総合基本計画前期基本計画第

１次実施計画（補正版）（案）と連動し、これを当初予算に反映していきます。 
 

（２） 市長公約（「緊急に取り組む事業」や「まちづくり５つの政策」）の着実な遂

行による、未来につなげる投資・かまがやの街づくりの加速化 

市長公約である「今を大切に 未来に希望を」持てる街づくりの実現に向け、「緊

急に取り組む事業」（①子育て世代への支援 ②北千葉道路の整備を見通したまち

づくり）及び「まちづくり５つの政策」（①子育てがしやすいまちづくり ②お年

寄りや障がいを持っている人が安心して暮らせるまち ③災害に強い安全、安心

なまちづくり ④にぎわいあふれる発展し続けるまち ⑤緑にあふれ、豊かな産

業が育つまち）について着実に取り組むことで、未来につなげる投資・かまがや

の街づくりの加速化を行います。 

※なお、前年度まで「緊急に取り組む事業」に位置付けていた「新型コロナウ

イルス感染症対策」については、緊急対応という意味では所期の目的を達成した

ことや令和５年５月８日から感染症法上の位置づけが２類から５類へ移行したこ

となどを踏まえ、「緊急に取り組む事業」としての位置づけからは除くものの、引

き続き必要な対応を図ってまいります。 
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（３） 持続可能な行財政運営の推進 

   本市の財政状況は、健全化判断比率については現時点では問題ないものの、令

和４年度決算後の推計では、従来以上の歳入確保・歳出削減の取組みを行わなか

った場合には、令和７年度には「財政健全化計画」に定める財政調整基金年度末

残高１９億円の確保が難しくなることが見込まれることから、「財政健全化計画」

に定める財政指標等の数値目標の達成に向け、財政健全化に関する取組みが今ま

で以上に必要となります。 

   なお、市税について、中長期的には、新鎌ケ谷地区周辺の開発による増が見込

まれるものの、直近では、原油価格・物価の更なる高騰の可能性や扶助費や医療・

介護特別会計への繰出金の増が見込まれる状況にあり、厳しい状況が想定されま

す。 

一方で、少子化対策・こども政策の抜本強化や脱炭素化・デジタル化等の未来

につなげる投資を進めつつ、原油価格や物価の更なる高騰の可能性への対応と脱

コロナ後の日常への施策の展開を行うことで、引き続き、そして新たに鎌ケ谷市

に住みたいと思われるよう、街づくりを加速化させる必要があります。 

   そのためにも、財政指標等の数値目標の達成を見据えたうえで、第３次行財政

改革推進プランの取組みを実現するなど、予算の重点化を図り、『新たな時代へ

の挑戦：「みんなでつくるふるさと 鎌ケ谷」の実現に向けた、健全な行財政運営

の堅持』を推進します。 

 

２ 基本方針 

（１）  各部局における予算編成の推進 

   近年は、スクラップ＆ビルドの観点から各部局に配分する経常経費における一

般財源を前年度当初予算ベースから減額したうえで予算編成を行いました。その

成果は、経常収支比率の上昇抑制や事業の見直しなどに効果があったと考えてい

ます。令和６年度の当初予算要求にあたっては、各部局が主体的に事業の方向性

を決定し、効果的かつ効率的な予算編成に活用できるよう、各部局に対し、予算

要求の目安となる一般財源を配分します。 

なお、各部局への経常経費の枠配分は、引き続き事業の見直しを行うことを前

提に、令和５年度当初予算ベースを基本とします。また、直近の物価高騰に伴う

対応として、「中長期の経済財政に関する試算」で見込まれている令和６年度の消

費者物価上昇率（１．９パーセント程度）を勘案し、１．９パーセント（全庁で

対象経費に対して５０，０００千円）の増額配分を行います。 

臨時経費については、令和６年度予算編成においても令和５年度に引き続き同

条件で「１０万円を超えるもの」とし、積算を行います。 

   配分にあたっては、扶助費並びに国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療

の特別会計繰出金に関する自然増分の財源は、事前に確保して重点配分します。 

   事業経費については、前年度は特別要求枠の対象として含めていましたが、現

在、総合基本計画前期基本計画第１次実施計画（補正版）の策定作業を全庁的に
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行っており、同計画（案）に基づき配分を行うため、令和６年度予算編成におい

ては特別要求枠の対象外とします。 

ただ、理由を明確化したうえで、同計画（案）で各部局に配分した一般財源の

範囲内で組み替えることは可能とします。 

各部局においては、市民、議会等の要望を踏まえ、事業の優先度を明確にして、

予算要求を行うこととします。 

   また、中期財政見通しを踏まえ、財政健全化計画に定める目標値の達成を目指

すため、既存事業の意義や手法について見直しを実施することで今まで以上に徹

底的な行財政改革に取り組むこととし、事業の優先度を考慮した上で予算編成を

行うこととします。 

※ 「臨時経費、扶助費、組合負担金、繰出金、債務負担行為分」として優先的に

配分を受けた一般財源を他の経費に振り替えて要求することはできません。 

 

（２） 公共施設の長寿命化の推進 

   本市の公共施設は、昭和４０年代から昭和５０年代までの人口増加時期に、小

中学校など多くの施設を整備したため、３０年以上経過した公共施設が全体の６

割以上を占めており、施設の老朽化が急激に進んでいる状況にあります。 

   また、公共施設の耐震化事業は、「安全・安心」のひとつであり、東日本大震災

の発生に伴い、積極的に耐震改修を推進してきた結果、すべての公共施設につい

て耐震化が完了しました。 

このような状況の中、本市では、平成２４年９月に策定した「公共施設の長寿

命化に関する基本方針」において、公共施設の大規模改修は、不具合・故障後の

事後修繕から、耐用年数など一定の基準に基づき、事前に改修を進める予防保全

の推進に転換し、平成２９年３月に策定した「鎌ケ谷市公共施設等総合管理計画」

においては、全ての公共施設等を対象に、施設の健全度及び利用度を把握した上

で、点検、修繕、改修、更新等の管理サイクルを継続的に行い、計画的に長寿命

化を図ることを基本方針としています。 

また、地方公会計制度の推進により固定資産台帳等を作成し、市ホームページ

にて公表しています。今後は、個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）や固

定資産台帳から算定する減価償却比率や更新の時期などを考慮し、修繕や改修に

係る費用を平準化する必要があります。 

このことから、施設に係る全ての修繕及び改修費は、「公共施設の長寿命化に関

する基本方針」で示した「施設点検マニュアルチェックシート」による点検結果

や「固定資産台帳」、「個別施設計画」を活用し、建築住宅課に助言を求めたうえ

で、安全性や緊急度を勘案し、必要な金額を算出のうえ要求することとします。 

 

（３） 脱炭素化の推進 

   国においては、ＧＸへの投資として、脱炭素化社会の実現に向けた取組みを加

速することとしています。本市においても、公共施設の屋根貸し（ＰＰＡ方式）
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による公共施設への太陽光パネルの設置やＬＥＤ照明への切り替え、市民への補

助制度の推進、啓発事業などが考えられますが、国の動向を注視し、中長期的な

視点を持って、検討を行うこととします。 

 

（４） デジタル化の一層の推進 

   様々な感染症対策や固定経費の削減（ペーパーレス化）、事務効率の向上のた

めにＤＸの推進はますます重要となっています。第３次行財政改革推進プランに

おいて、事務の効率化や市民の利便性向上に向けたデジタル化の取組みを掲げて

いますので、実現に向けて取り組むものとします。 

なお、予算要求にあたっては、業務プロセスの検証・見直しを行うこと、別途

電算協議を行うこと、国の動向（各種行政サービスにおける標準化など）を注視

し、当該経費による効果が短期間で失われることのないように留意することとし

ます。 

また、該当する事業はデジタル田園都市国家構想交付金を積極的に活用できる

よう、国の動向を注視するものとします。 

 

（５） 少子化対策・こども政策の抜本強化 

   国において、こども未来戦略方針に掲げる制度改正等に係る対応など少子化対

策やこども政策の抜本強化が行われており、これに伴う予算の取扱いについて国

の予算編成過程で検討が行われることから、十分留意することとします。 

 

（６） 特別要求枠の活用 

予算要求にあたっては、各部局が配分された一般財源の範囲内で、事業の選択

と集中を行ったうえで要求することが原則となりますが、重点政策等の推進を図

るため、特別要求枠を設定します。 

令和６年度予算編成においては、現在、全庁的に総合基本計画第１次実施計画

（補正版）の策定に取り組んでいることから、特別要求枠の変更を行い、前年度

対象としていた事業経費（実施計画における「多額の経費を要する事業等」をい

う。）については対象外とします。 

なお、これまで枠配分内で予算措置していたものを特別要求枠にて要求するこ

とはできないものとします。 

特別要求枠 設定額 備 考 

Ｉ 重点政策等要求枠 １億円 

対象事業及び項目ごとの設定目

安額は、≪特別要求枠の内容≫を参

照。 

Ⅱ 行革推進枠 ５，０００万円 ※昨年度方針と大きな変更なし 
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≪特別要求枠の内容≫ 

枠配分による予算要求の硬直化を抑え、メリハリのある予算編成を推進するた

め、特別要求枠を設定します。各部局においては、特別要求枠を活用する場合は、

要求にあたって、各部局内の優先順位を明記するものとします。 

特別要求枠が活用できる事業の例は、以下のとおりとし、具体的な要求方法は

予算編成要領によるものとします。 

なお、Ⅰの重点政策等要求枠については、各部局における予算要求の促進や予

算編成事務の効率化の観点から、ク・ケ（下線部）を除き、１事業あたり５０万

円以下の事業は対象外とします。Ⅱの行革推進枠については、職員の着想を幅広

く具現化するため、１事業あたり５０万円以下の事業も対象とします。 

 

 

 区 分 

Ⅰ 

重点政策等要求枠（設定額１億円）対前年度１億円の減 

ア 重点政策（前期基本計画に掲げる重点プロジェクト）に該当する事業

（継続） 

イ 市長公約に該当する事業（継続） 

ウ 脱炭素化事業（継続） 

エ 行政評価に基づき改善・拡充が必要な事業（継続） 

オ 公共施設の修繕・改修事業（継続）※ウを除く 

カ 本市のＰＲや地域活性化に繋がる事業（継続） 

キ 複数部局が連携して課題解決にあたる新規・拡充事業（継続） 

※要求にあたっては、連携内容を明記し、それぞれの部局での協議を経た上

で予算計上しようとする部局から要求書を提出願います。 

ク 森林環境整備に関する事業（設定目安額：１，０００万円）(継続)◆ 

 ※令和元年度から毎年譲与される森林環境譲与税の趣旨に合致した事業のみ

に活用することを目的に設定します。（例：公共施設における木材利用（木材

を利用した遊具など）） 

ケ アフターコロナを含めた新型コロナウイルス感染症対策（日常への

回帰）に関する事業（うち設定目安額：１，０００万円（継続・対前年

１千万円減））◆ 

 ※令和２～５年度に「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」

を活用して実施する事業において令和６年度も引き続き必要となる経費（機

器の使用料及び賃借料など）、または、交付金対象外となるが令和６年度から

新たに必要となる対策経費や、日常に回帰するなかで今後市民・事業者など

の社会活動・経済活動に必要となる経費に活用することを目的に設定する。 

※交付金対象事業は、既に必要なものを検討して国に提出しており、これ以

外の必要最小限のものを対象とします。 
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Ⅱ 

行革推進枠（設定額５，０００万円）対前年度同額 

コ 行財政改革推進プラン掲載事業（デジタル化など）（継続）◆ 

サ 市民サービスの向上、事務作業の効率化又は執務環境の改善に係る

事業（継続・拡充）◆ 

※市長への手紙・メール、車座集会での提案等により予算計上が必要となっ

たものも対象となります（拡充）。また、従前では困難であった一時的な経費

の増加を許容することで、増加傾向である経常経費を抑制または歳入をより

多く確保することができるもの。一時的な経費は、経常収支比率の算定上、

臨時扱いとなります。（例：一時経費がかかっても経常的な経費を抑制できる

もの。（事業の委託化、システムの導入など）） 

※コにあてはまらないもの。 

  ◆＝１事業あたり５０万円以下の事業も対象とします。 

 

（７） 財政健全化に関する事項  

  本市は、持続可能な行財政運営を確立するため、「財政健全化計画」を策定し、

財政指標等の数値目標を設定しています。 

 

  ア 経常収支比率に関する事項 

    経常収支比率の数値目標は、「財政健全化計画」に基づき、目標値である９

５．０パーセント未満（減債基金繰入金を、経常的な支出である公債費から差

し引いた額で算定した経常収支比率）に設定します。 

    なお、令和元年度から発生した新型コロナウイルス感染症は、当面の間、本

市の財政運営に大きな影響を及ぼす可能性があるため、計画期間の前半である

令和５年度決算までは、経常収支比率が９５パーセント以上となることを許容

していますが、令和６年度は数値目標の達成が求められています。 

 

   イ 財政調整基金残高に関する事項  

    令和５年度９月補正後の財政調整基金残高見込みは約２３億２千万円とな

っていますが、１２月補正以降でのやむを得ない補正を勘案し、令和５年度末

の財政調整基金残高を約２２億円と見込みます。 

このことから、令和６年度予算編成では、財政調整基金からの取り崩しを約

１２億円にするとともに、令和６年度当初予算編成後残高を１０億円と設定し

ます。 

なお、「財政健全化計画」では、新型コロナウイルス感染症による本市の財政

運営への中期的な影響を考慮し、一時的に年度末残高が１９億円未満となるこ

とを許容し、令和６年度以降に１９億円を確保するよう段階的な回復に取り組

むこととしていますので、数値目標の達成が求められています。 
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  ウ 健全化判断比率に関する事項 

   健全化判断比率は、財政の健全度を示す比率で、「赤字」と「借金」に関す

る指標となりますが、本市は、早期健全化基準を大きく下回っているため、こ

の数値を維持することを基本とし、本市で数値が最も悪化した平成１９年度決

算（実質公債費比率１０．０パーセント、将来負担比率７２．５パーセント）

の数値未満を堅持します。 

   赤字に関する比率の実質赤字比率及び連結実質赤字比率に関しては、各年度

の状況となりますので、歳入の範囲内で支出する行財政運営の大原則を引き続

き徹底します。 

 

エ 地方債に関する総合的な管理 

 地方債は、世代間の負担の公平性を保つとともに、財政負担の平準化を図る

ことが可能となる財源となります。 

 一方で、地方債の発行に伴い、義務的経費の一つである公債費（元利償還金）

が増加し、財政の硬直化を招く要因の一つとなります。 

 したがって、今後も健全な財政運営を継続していくために、特に事業債の元

利償還金や事業債残高は可能な限り抑制していくものとします。 

また、平成２４年９月に策定した「地方債に関する総合的な管理方針」（令和

４年６月改定）に基づき、今後の地方債残高、公債費の見通し等を明らかにす

るとともに、減債基金への計画的な積立て及び取崩しを行います。 

 

（８） 財政の中期的な展望を反映させること：資料編Ｐ１４ 

   令和４年度決算後に推計を行った令和６年度から令和１１年度までの中期財

政見通しでは、令和７年度以降、財政健全化計画に定める財政調整基金年度末残

高１９億円の確保が難しくなる見込みです。 

このため、必要に応じて計画の見直しを行い、徹底的な行財政改革に取り組む

必要があります。 

 

３ 各所属に向けた予算要求にあたっての留意点 

（１） 最新の国の動向を注視 

  最近の経済情勢から、国より新たな経済対策などが示される可能性があり、そ

の場合は令和６年度予算編成を待たずに、その都度必要な補正予算計上を行って

いくこととします。国のこども未来戦略方針に掲げる取り組みや原油価格・物価

の更なる高騰への対応、ＧＸ・ＤＸの実現に係る補助制度が新設される場合は積

極的な活用を行い、予算に反映するため、国の動向を注視願います。 

  

（２） 行政評価の活用及び反映 

   予算要求にあたっては、「事務事業評価表」が重要な参考資料の一つになるた

め、この結果を踏まえた予算要求をしてください。 
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ア 事務事業の精査に基づいた予算要求 

「総合評価」欄や「改革・改善内容」欄で位置付けられた内容については、

十分に検討のうえ予算要求に反映してください。 

事務事業評価表は、その評価により、「令和６年度当初予算の方向性」が示さ

れることとなっているため、評価を意識、連動した予算要求を行ってください。 

なお、「令和４年度事業に関する事務事業の事後評価」の令和６年度予算要求

への反映状況についてはヒアリング等にて確認します。 

 

イ 「同一施策内事務事業の優先度評価」結果を踏まえた予算要求 

    同一施策内事務事業の優先度評価で下位に位置付けられたもの（令和６年度

を初年度とする前期基本計画第１次実施計画（補正版）（案）で「優先度の高い

事務事業」として掲げたもの以外）は、限られた財源の中での事業の選択と集

中により、各部局で段階的にでも縮小・廃止が出来ないか、今一度検討してく

ださい。 

 

（３） 第３次行財政改革推進プランの取組み 

   行財政改革推進プランで推進している取組みについては、積極的に予算編成へ

反映させるようお願いします。 

   第３次行財政改革推進プランでは、４月から８月の５か月間の前期終了後、進

捗状況を確認するとともに、予算要求に向けた検討を行うこととしていますので、

検討結果と連動した予算要求としてください。 

 

（４） 歳入見込の精査 

   近年の国庫支出金や県支出金の交付状況ですが、特に普通建設事業に充ててい

るものについて、交付額が要望額（予算額）を下回る状況が発生しており、一般

財源での対応や、事業の延期・見送りを行う必要のある事例が発生しています。 

   このことから、国庫支出金や県支出金を充当している事業については、近年の

交付状況や最新の交付要綱などを踏まえて、事業費を精査した上で要求してくだ

さい。 

   また、地方債については、制度が非常に複雑になっています。起債対象経費や

充当率の誤りがないかなど要求前に必ず財政室にご確認ください。 

 

（５） 年間総合型予算の確立 

   令和６年度当初予算は、従前のとおり、現行制度において当該年度中に見込ま

れる財政需要のすべてを見込んで計上する「年間総合型予算」として編成します。 

したがって、年度途中においては、制度改正又は社会情勢等の変化に伴う経費

及び災害経費など、真にやむを得ないものを除き、原則として補正予算は実施し

ないものとします。 
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（６） 各部局内の要求方法 

  ア 部局内調整会議の開催 

各部局長は、予算要求にあたって、前期基本計画の目標達成に向けた行政 

評価に基づく基本的な考え方、廃止、縮小又は統合する事業、重点的に取り組

む事業等を明確にするため、次のとおり部局内調整会議を開催してください。 

   ・部局内調整会議（事前）（目安：９/２９～１０/６） 

     この調整会議では、予算要求にあたって、各部局でのスクラップ＆ビルド

を検討し、重点化事業を明示するとともに、各課の懸案事項等を整理します。 

 

   ・部局内調整会議（事後） 

     この調整会議では、部局に配分された一般財源に基づき、要求のあった事

業の精査、重点政策等要求枠の優先順位の設定などを行います。 

 

  イ 予算編成マネージャーの選任及び所掌事項 

   市長部局は各次長が、行政委員会等は局長又は次長が、予算編成マネージャ

ーとなり、以下の事項を所掌します。 

   ※各部局の状況に応じて、次長でない方が担うことも可能です。 

① 部局内事前・事後調整会議の開催 

② 予算要求関係資料のとりまとめ 

③ 部局内の調整（枠配分の調整、要求内容の確認など） 

④ 財政室部担当との調整（編成に大きな影響があるもの） 

⑤ 部局を越えた連携が必要な事業の調整 

 

  ウ 予算要求書等のデジタル化  

     令和６年度予算編成も、歳入歳出予算見積書等の書類提出を不要とし、一

部の資料を除き、原則電子データのみの提出（予算編成システムへの入力ま

たはメール提出）とします。 

 

  エ 予算要求へ多様な視点を  

     多くの職員に予算をつくる段階から参画いただき、通常業務と予算のつな

がり、ビルドアンドスクラップなどの意識の醸成を行います。 

また、一部の職員ではなく、可能な限り多くの視点、前例にとらわれない

創意工夫を重ねることとします。 

 

（７） 予算要求状況や編成結果の庁内公表 

各部局における予算要求状況や予算編成結果の情報共有を図るため、一般会計

の要求締め切り後や予算案決定後に庁内公表を行います。 
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（８） 予算要求の全庁的な調整及び検証 

予算要求は、第一段階で、各部局が配分された一般財源の範囲内で要求し、第

二段階で、全庁的な要求状況（新規計上又は拡充となる経費など）について、政

策調整会議及び政策会議において十分に審議したうえで、全庁的な調整及び検証

を図ります。 

 

４ 歳入予算の個別事項 

（１） 市税等の収入確保及び未収金の収入促進 

  市税は、本市の歳入の根幹をなす貴重な自主財源であるため、直近の経済情勢

の動向などを踏まえ、賦課・徴収の両面の観点から税収確保の対策を講じること

により、徴収率の向上及び滞納縮減に努めることとします。 

特に、市税、各種保険料、下水道使用料などの未収金（滞納金）は、「各種滞納

金対策本部」において、滞納整理に関する総合的な対策を講じることにより、歳

入確保に努めることとします。 

なお、徴収率については、さらなる徴収率の向上に努めることとします。 

 

≪各所属の頑張り一例：各歳入担当課の徴収率向上策、ピピットリンクの導入など≫ 

 

【実績値】 

 項目 R3 R4 R4収入未済額 

1 市税徴収率 97.8％ 97.9％ 2億 9,458万円 

2 保育料収納率 98.0％ 98.1％ 291万円 

3 住宅使用料収納率 92.1％ 91.8％ 325万円 

4 学校給食費収納率 93.6％ 93.0％ 2,983万円 

5 国民健康保険料徴収率 85.9％ 87.1％ 2億 7,978万円 

6 介護保険料徴収率 98.3％ 98.9％ 1,885万円 

7 下水道使用料収納率 97.8％ 98.4％ 1,056万円 

   ※公営企業会計の会計年度末は 3月末であるため、5月末時点での参考値。 

 

（２） 使用料、手数料、保育料、保険料等の見直し 

使用料、手数料等は、公立・私立保育所保護者保育負担金、放課後児童クラブ

負担金、各種検診受診負担金などが該当しますが、国民健康保険料、下水道使用

料を含めて、当該事業に必要なコスト（人件費、物件費、維持補修費及び減価償

却費）を明確にするとともに、近隣自治体の状況を勘案して見直しを検討するこ

ととします。 

   なお、令和５年度は、「公の施設に関する使用料見直し方針」に基づき見直しを

行う年度でしたが、今回の使用料の改定は見送ることとなりましたので、関係す

る部局は、ご承知おきください。 
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（３） 新たな財源の確保 

   所属によっては、民間団体の補助金を積極的に探し、活用している事例があり

ます。国・県補助金はもちろんですが、民間団体の補助金（例：公益財団法人ラ

イフスポーツ財団の「子ども活動支援補助金」や独立行政法人日本スポーツ振興

センターの「スポーツ振興くじ助成金」）などを活用できないか検討し、より一層

の歳入確保を行い、可能な限り一般財源を圧縮願います。 

 

≪各所属の頑張り一例：幼児保育課、文化・スポーツ課による上記民間団体補助金の発見≫ 

 

（４） 財産収入の確保 

   財産収入としては、普通財産用地の売却を積極的に実施していますが、今後に

おいても、未利用地の売却などを積極的に検討することとします。 

なお、売却が困難なものについても、有効活用を検討することとします。 

 

≪各所属の頑張り一例：契約管財課、高齢者支援課、消防総務課の土地・車両の売却≫ 

 

（５） 広告収入の確保 

   新たな財源確保を図るため、本市が保有する物品、ホームページや封筒などを

広告媒体として活用し、「行財政改革推進プラン」や「有料広告掲出に関する基本

方針」（平成１７年２月市長決裁）に基づいて広告事業の拡大に努めることとし

ます。 

 

≪各所属の頑張り一例：企画政策室、広報広聴室、課税課、市民課、まちづくり室、 

文化・スポーツ課の広告収入≫ 

 

５ 歳出予算の個別事項 

（１） 多額の不用額を生じた事業 

   過去の決算にて多額の不用額が生じている事業は、原因を把握し、所要額を十

分に精査したうえで要求することとします。 

 

≪各所属の頑張り一例（効率的な予算執行）：執行率 4年度 92.1％、3年度 93.4％≫ 

※繰越を除いた一般会計 

 

（２） 人件費（会計年度任用職員を含む） 

   人件費は、定員の適正化を図っており、令和５年度当初予算ベースで約７７億

円（構成比２０．２パーセント）となっています。 

引き続き人員計画に基づき、必要となる人件費を確保しつつ、デジタル化など

の社会情勢や業務量に応じた適正な対応を検討するものとします。 
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（３） 単独扶助費 

本市が単独で実施している扶助費は、社会情勢や市民ニーズを踏まえ、高齢化

の進展に伴う自然増の抑制を図る観点からも、行政評価の結果により、所得制限

の設定、対象者の見直し、廃止を含め、必ず段階的な見直しを行うものとします。 

 

（４） 単独補助金 

本市の単独補助金は、本市及び補助団体が相互に、社会情勢や市民ニーズを踏

まえ、補助の目的及び必要性を明確に認識・検証するとともに、本市の施策や将

来のめざす姿を確認し、補助金の段階的な縮小・廃止も含めて、見直しを行いま

す。特に、繰越金や内部留保がある団体の運営費補助は、その内容を必ず精査し、

対応する必要があります。 

なお、補助金の交付基準には、補助対象事業、補助対象経費、補助率等を明記

するとともに、交付基準の終期を定めるものとします。 

 

（５） 情報システム経費（電算経費） 

   電算経費については、各所属において見積りを徴取の上、予算要求することと

なります。また、ＤＳＫ所管電算経費についても、枠配分の対象となります。 

なお、新たなシステムの構築にあたっては、業務プロセスの検討・見直しによ

り、必要性・緊急性を明確にするものとし、情報推進室との事前協議（電算協議）

を行ったのち予算要求してください。 

 

 

第５ 予算案の積極的な公表 

予算案は、市民への周知を図るため、よりわかりやすい予算概要を作成し、ホーム

ページ等による公表を積極的に行います。 

 

 

第６ 特別会計・公営企業会計 

 特別会計や公営企業会計への繰出金等は、一般会計予算の事業の見直しなど大きな

影響を及ぼしているため、繰出基準に基づき、一般会計が負担すべきものとされる経

費を除き、原則として、独立採算で運営することを基本とします。 

また、国、県等からの補助金などを積極的に活用するとともに、自主財源の確保を

行い、経費全般にわたり節減や合理化を図り、一般会計からの財政支援に依存するこ

とがないよう、特別会計や公営企業会計の運営基盤の強化に努め、繰入金を抑制した

予算要求を行うこととします。 


